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令和３年６月定例会 警察危機管理防災委員会（急施議案）の概要 

 

日時 令和３年６月１８日（金） 開会 午後 ４時４０分 

              閉会 午後 ４時５８分 

場所 第７委員会室 

出席委員 内沼博史委員長 

     権守幸男副委員長 

     高橋稔裕委員、高木功介委員、齊藤邦明委員、須賀敬史委員、宮崎栄治郎委員、

鈴木正人委員、東間亜由子委員、浅野目義英委員 

欠席委員 なし 

説明者 [危機管理防災部関係] 

 安藤宏危機管理防災部長、澁澤陽平危機管理防災部副部長、 

 内田浩明危機管理課長、武井裕之消防課長、山田勲災害対策課長、 

 金子亮化学保安課長 

 

会議に付した事件並びに審査結果 

１ 議案 

議案番号 件              名 結  果 

第１０２号 
令和３年度埼玉県一般会計補正予算（第７号）のう

ち危機管理防災部関係 
原案可決 
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令和３年６月定例会 警察危機管理防災委員会（急施議案）における発言 

 

 

【付託議案に対する質疑】 

高橋委員 

１ 措置区域内の飲食店について、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく命令を

何店舗に対して行ったか。また、今後の見込みはどのくらいか。 

２ 命令までの一連の流れは抑止力となり得ているのか。 

３ 期間が長引いてくると、緊張感が薄れ、営業したくなる店舗が増えてくると予想され

るが、それに対する対策や工夫は考えているか。 

 

危機管理課長 

１ 命令を出している店舗であるが、本日５店舗に命令を発出し、合計８店舗である。  

今後は、命令を出している店舗については、命令を出した日以降、毎日、危機管理防災

部の職員が夜に現地で外観調査により時間短縮に応じているか確認している。まん延防

止等重点措置について、さいたま市、川口市は７月１１日まで期間延長となったが、そ

れ以外の地域は６月２０日で終了する。さいたま市、川口市以外にある６店舗について

は、６月２０日までで期間が終了するので、そこまで命令に応じていただけない場合は、

６月２１日以降に裁判所に対して過料の手続を行っていく。さいたま市の２店舗につい

ては、７月１１日まで期間が延長となったので、その期間まで毎日、命令に応じていた

だいているか現地で確認し、７月１１日まで応じていただけない場合は、期間終了後に

裁判所に対して過料の手続を行っていく。 

２ 営業時間短縮要請協力状況調査により、措置区域内と措置区域外の協力率を、命を守

る取組に御協力いただいている飲食店としてホームページに公開している。調査地域に

よって異なるが、約９５％の店舗に協力いただいている。残り数％の御協力いただけて

いない店舗については、やはりどうしても御協力いただけないということで手続を行っ

ているところであるが、一つの抑止力になると考えている。 

３ まん延防止等重点措置期間が４月２０日から始まっているので、６月２０日までで２

か月、７月１１日までとなると３週間延びることになる。そういった状況も踏まえて、

６月２１日からは彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）を取得した店

舗に対しては、酒類の提供について一部緩和することとした。 

 

高橋委員 

 命令を出したのは８店舗とのことだが、今後、増える見込みはあるのか。 

 

危機管理課長 

 現時点では、命令の８店舗を除いて、１２店舗に対して新型インフルエンザ等対策特別

措置法第３１条の６第１項に基づき要請をしている。その１２店舗については、御協力い

ただければ、その時点で手続は終わる。６月２１日以降、さいたま市、川口市にある店舗

で要請に御協力いただけない店舗については、次の命令への手続を進めていく。また、６

月２１日から７月１１日までの間、さいたま市と川口市にある店舗については、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法に基づき、要請や命令ができるので、御協力いただけない店

舗については、引き続き、要請の手続を順次行っていく。 
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高木委員 

 調査期間はほぼ同じだが、今回の補正予算の要求額は前回の補正予算に比べ、およそ倍

額となっている。この理由は何か。 

 

危機管理課長 

 調査期間だが、前回よりも日数は１日多く、２１日間の予定である。また、６月２１日

からはまん延防止等重点措置区域が１５市町からさいたま市、川口市の２市になる。措置

区域外になる１３市町は、今まで時短要請は２０時までであったため、２０時３０分から

２１時３０分に調査を行っていた。２１日以降はこの１３市町が措置区域外となり、時短

要請が２１時までとなるため、調査時間が２１時３０分から２２時３０分となり、１時間

遅くなる。時間が遅くなると人件費の単価が上がるため、調査員の人件費、特に調査時間

が１時間遅くなる分が上がったことで、要求額が増えている。 

 

高木委員 

 人件費の単価が上がるという説明であったが、具体的な単価は幾らか。 

 

危機管理課長 

 具体的に、人件費幾らという単価では把握していない。前回、認めていただいた補正予

算額は２０日分で３７９万６千円、１日当たりの単価とすれば約１８万９千円になる。今

回は２１日分で５９９万３千円、１日当たり約２８万５千円となり、前回と比べるとおよ

そ１．５倍の単価となっている。単価が上がった部分については、調査員の人件費の増額

分になっている。今回は、複数者から見積をいただいているが、いずれも時間が遅くなる

分で人件費の単価が上がるという結果だった。 

 

高木委員 

 今回の要求額は、複数者から見積りをもらって、安価な業者の見積書から要求額を決め

ているということか。 

 

危機管理課長 

 過去に危機管理防災部で業務を委託した２者に見積りを依頼して、その平均の額を今回

の要求額としている。 

 

高木委員 

 業者の募集について、この予算額を提示した上で業者の募集を行うのか。それとも、提

示した予算額より安価となった場合に返金するというような形となるのか。 

 

危機管理課長 

 調査期間を６月２１日から７月１１日とし、１日当たり約１０名で調査を行い、１名が

約１００店舗を確認して、合計１，０００店舗程度を見回るという仕様で、複数者から見

積書を提出いただき、その中から一番安価な業者を選定するということを考えている。 

 

【付託議案に対する討論】 

 なし 
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